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Ⅰ．総論    

   

（１）当協会の概要   

 当協会は、外交関係のない日本と台湾の間で、邦人及び本邦企業等の保護、

邦人子女教育の実施、人的往来を含め、貿易、経済、技術その他の交流を維

持、促進させることを目的として、１９７２年に設立された公益財団法人で

あり、東京に本部を、台北と高雄に在外事務所を置いている。     

 政府の「できる限りの支持と協力を与える」との方針に基づき、事業に要

する経費の大宗は国からの補助金等に拠っており、残りは民間からの維持会

費等によって支えられている。     

 当協会は設立以来半世紀以上もの間日台関係の動向を踏まえつつ、定款等

に定められた各種事業を柔軟かつ着実に遂行してきた。  

 

（２）台湾を取り巻く状況  

   昨今、台湾に対する国際社会の関心は高まり続けている。特に、欧米諸

国においては、人権問題、強圧的な外交姿勢、台湾への軍事的威嚇等を見せ

る中国への反感の増大とともに、台湾を応援する機運が高まっている。こう

した中、各国の議会やハイレベルの政治家が次々と台湾について言及し、ま

た、台湾を訪問する動きが見られる。 

一方、中国は、２０１６年に台湾で民進党政権が誕生して以降、台湾との

対話を遮断し、大規模な軍事演習の実施を含め、台湾への軍事的圧力を強め

ており、台湾海峡では緊張した情勢が続いている。 

 台湾においては、２０２４年１月、４年に１度の総統選挙が実施され、民

進党候補の頼清徳・副総統（当時）兼党主席が当選し、同年５月２０日、１

９９６年に総統の直接選挙が始まって以来初となる、同一政党による３期目

の政権が誕生した。他方、同時に実施された立法委員選挙において、民進党

は議席を減らして過半数を割り込み、「少数与党」となったことから、主に

立法院を舞台に、与野党が激しく衝突することとなった。 

また、２０２５年１２月、野党が強行採決した法律の「副署」（注：公布

の前提）を政権側が拒否したことを端緒として、頼総統の弾劾プロセス入り

が立法院において可決されたことは、与野党間対立の更なる激化を予感させ、

頼総統による政権運営に暗い影を落とす。本年１１月には統一地方選が行わ

れる予定であるところ、民進党の政権運営、そして中国の対応が注目される。 

台湾情勢に対する国際社会の関心の益々の高まりとともに、今後の情勢を

見通す上でも重要な本年、日台関係を更に飛躍させ、もって台湾との緊密な
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連携の下、情勢を一層注視し、適切な対応をとっていくため、当協会として

も積極的・戦略的な活動が求められる。 

 

 上記の台湾を取り巻く環境を念頭に、２０２６年度においては、下記「１．」

の現状認識を踏まえ、「２．」の基本方針により事業を実施する。また、個

別事業の内容は「Ⅱ．各論」のとおりである。     

 

 

１．日台関係等の現状  

 

（１）総論 

日台関係については、全般的に極めて友好的なムードが続いている。 

２０２５年１０月２１日、第１０４代内閣総理大臣として高市早苗・自民

党総裁が就任したのに対し、頼清徳・総統は「高市首相は台湾にとって揺る

ぎない友人」と表明した。また、総統府、外交部はそれぞれ祝賀メッセージ

を発表し、民進党、国民党、民衆党やその他多くの台湾要人も祝意を表明し

た。 

 当協会においては、１４年間会長を務めた大橋光夫・前会長が退任し、そ

の後任として２０２５年６月２０日付で隅修三・東京海上日動火災保険相談

役が会長に就任した。６月の退任後に訪台した大橋前会長には、頼総統から

日台関係促進への貢献を評価し、「大綬景星勳章」が授与された。隅会長は

９月に会長として初めて訪台し、頼総統、蕭美琴・副総統、卓栄泰・行政院

長等の台湾側要人と面会し、着任挨拶を行った。また、令和７年秋の外国人

叙勲として、謝長廷・前駐日台北経済文化代表事務所代表が外国人叙勲（旭

日大綬章）を受章した。 

 ２０２６年１月６日、蘇嘉全・台湾日本関係協会会長が３年余りの任期を

終えて退任し、その後任として謝前代表が会長に就任した。謝会長は就任に

あたり台日友好関係を平和共同体・繁栄共同体といった関係に向上させると

の決意を語った。 

 防災面での協力については、２０２５年９月下旬に台風１８号の影響で、

花蓮県で水害が発生した際に、台湾側からの要請に応じ、日本の国土交通省

より、当協会を通じ、リアルタイムで水位観測可能なブイを提供した。 
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頼清徳政権成立以降も、両協会間覚書に基づく定期協議に加え、当協会の

主催の下、台湾当局と日本政府関係者との間で広範な分野に関する意見交換、

交流が引き続き活発に行われている。 

台湾は、２０１１年から一部日本産食品に対する輸入規制措置を続け、

日台間の長年にわたる懸案となってきたが、２０２５年１１月、福島など

５県産食品への放射性物質検査報告書の添付義務や全都道府県の産地証明

書添付義務などの規制撤廃を発表するなど、他国産同様の管理体制に戻っ

た。 

我が国の国会議員による訪台は、与野党問わず引き続き活発に行われてい

る。２０２５年４月末から５月頭にかけて、中曽根康隆・自民党青年局長を

含む同局幹部一行が訪台し、頼総統、韓国瑜・立法院長等を表敬した。８月

には自民党青年局の海外研修が台北において行われ、中曽根局長ほか同局メ

ンバーが頼総統、蕭副総統をそれぞれ表敬した。また、４月には、高市早苗・

衆議院議員が訪台して頼総統を表敬したほか、８月に台湾で開催されたアジ

ア・太平洋国会議員連合（ＡＰＰＵ）総会には、山口俊一・衆議院議員を団

長とする超党派の国会議員団が訪台して参加した。さらに、例年、１０月１

０日の台湾の双十節（国慶節）に合わせ、日華議員懇談会の議員団も訪台し

ているが、２０２５年には古屋圭司・同会長率いる超党派の国会議員訪問団

が参列し、頼総統、蕭副総統が昼食会でもてなした。 

こうした動きに加え、様々な国際場裏において、台湾海峡の平和と安定

の重要性を強調するメッセージが日本のハイレベルから度々打ち出されて

いることも、台湾社会の日本に対する親近感と、日本が地域の平和と安定

に対して担う重要な役割に対する期待を高めている。１１月韓国・慶州Ａ

ＰＥＣの際に行われた林信義・チャイニーズ・タイペイ代表との会談にお

いて、高市総理は、台湾海峡の平和と安定の重要性を述べるとともに、引

き続き防災面を含む幅広い分野で日台間の協力と交流を深めることへの期

待を表明した。 

こうした日本への好感度や期待感の高まりがある中、台湾からは、引き続

き世界保健機関（ＷＨＯ）、国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）や国際刑事警察

機構（ＩＮＴＥＲＰＯＬ）等をはじめとする国際機関への参加、ＣＰＴＰＰ

への加入等について日本からの更なる支持を望む声が上がっている。 

 

（２）日台交流 
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２０２５年における日台間の人的往来は、訪日台湾人数が対前年比１１．

９％増の６，７６３，４００人（日本政府観光局統計）、訪台日本人数が対

前年比１２．４％増の１，４８３，１７６人（台湾交通部観光署統計）とな

り、訪日台湾人数は、これまでの最高記録である２０２４年の延べ約６０４

万人を上回った。また、訪日台湾人数の好調により日台交流人口も約８２５

万人に拡大し、過去最高を記録した。 

 

２０２５年における日本と台湾の地方自治体交流では、１年間で新たに８

件の交流提携関係が結ばれた（当協会調べ）。特に台南市では埼玉県本庄市、

熊本県宇城地域、熊本県甲佐町、宮崎県延岡市の４つの地域と、新たな交流

提携関係が結ばれた。多くの自治体が観光・経済・教育分野での交流事業を

台湾内で展開している。 

 

文化・スポーツ交流面では、日本の高校の吹奏楽部が２０２２年の双十節

（国慶節）でのパフォーマンス以降、台湾で大変好意的に受け入れられてお

り、２０２５年１２月には東京農業大学第二高校と京都橘高校吹奏楽部が中

華文化総会（会長：頼総統）の招きで訪台してパフォーマンスを披露し、Ｓ

ＮＳでも大きな反響があった。２０２５年７月に日本と台湾のフルーツをテ

ーマとして高雄で開催した「日台高雄フルーツ祭２０２５」は、２日間での

べ１１万人の来場者を集めた他、台湾側主催による能や狂言等日本の伝統芸

能の大型公演も開催された。同事業以外にも年度を通じて様々なジャンルの

文化交流が進められた。スポーツ面においては、台湾当局に運動部（注：ス

ポーツ担当官庁）が新設されたほか、台北市・新北市でのワールドマスター

ズゲーム開催、日台韓のプロ野球交流戦、東京２０２５デフリンピックでの

台湾選手の活躍、青少年のバスケットボールやテニスの交流戦開催、王貞治

氏の文化勲章受章等、スポーツを通じた友好気運も大いに高まった。 

経済面でも日台は互いに非常に重要なパートナーである。２０２５年の

日台間貿易総額は約１２．９兆円（前年比＋１．４兆円）となり、日本に

とって中国、米国に次ぐ第３位の貿易相手である。我が国の２０２５年の

対台直接投資は、金額ベースでは８．６億ドル（前年比＋９２．０

７％）、件数ベースでは２７１件（前年比▲２５件）となった。 

日台間の市民感情については、当協会台北事務所が２０２５年１月に世

論調査を実施しており、「日本に親しみを感じるか」という問いに対し、

台湾人の８１％が「感じる」と回答、「現在の日台関係をどう思うか」と
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いう問いに対し、台湾人の７７％が「大変良い」又は「良い」と回答し

た。 

また、駐日台北経済文化代表事務所も２０２５年１０月にオンラインで

世論調査を実施しており、日本人の７４．５％が台湾に「親しみを感じ

る」又は「どちらかというと親しみを感じる」と回答し、また６８．５％

が日台関係を「よい」又は「どちらかといえばよい」と回答した。 

このように、台湾社会における対日好感度や信頼度、日本社会における

台湾への親近感、日台双方の社会における現在及び今後の日台関係に対す

る肯定的な評価等は引き続き高い状態を維持している。 

２０１５年に米台間で立ち上げられた人材育成の枠組みであるグローバ

ル協力訓練枠組み（ＧＣＴＦ）への当協会の共催参加は、２０１９年の加

入以降 7年目に入った。２０１９年の日本加入、２０２１年の豪州加入、

２０２４年のカナダ加入に続き、２０２５年は、英国が原則全てのＧＣＴ

Ｆ事業を共催するフルパートナーとして加入するなど、ＧＣＴＦの活動は

益々活発化している。 

２０２５年度のＧＣＴＦの活動としては、１０月に、林佳龍・外交部長を

はじめとするＧＣＴＦフルパートナー参加のもと、１０周年記念ハイレベル

ラウンドテーブルも開催されたほか、「新興薬物犯罪対策と違法資金フロー

追跡」、「社会全体のレジリエンス構築・準備と対応」、「人道援助・災害

救助に係るグローバル官民パートナー協力」、「情報空間防衛におけるメデ

ィアリテラシーの役割」、「強靱なエネルギーの未来構築」、「通信インフ

ラのレジリエンス強化」をテーマとする対面セミナーが台湾において計６回

開催された。 

 

（３）台湾経済 

 行政院主計総処が２０２６年２月に発表した国民所得統計によると、２

０２５年の実質ＧＤＰ成長率は、ＡＩ等の新興技術に対する需要が予想を大

きく上回り、電子情報製品の輸出が増加したこと等から、前年比＋８．６８％

となった。その成長寄与度をみると、内需部門が＋２．０２％ｐｔ、外需部

門は輸入の増加に伴い＋６．６６％ｐｔとなっている。     

また、２０２６年の経済成長率は、２０２６年２月時点で＋７．７１％と

予測されている。       

 

（４）台湾内政 
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２０２４年５月、頼総統率いる新政権が誕生したが、総統選と同時に実施

された立法委員選では与党・民進党が立法院第二党に転落し、「少数与党」

状態での政権運営を余儀なくされている。実際、頼総統の就任以降、政権の

意に反する法律が野党主導で次々に成立し、政府提出予算案は大幅に削減・

凍結され、大法官人事の承認が得られないために憲法法廷が事実上の機能停

止状態に追い込まれるなど、頼総統は非常に厳しい政権運営を強いられてい

る。 

こうした状況を打破しようと、２０２５年７月から８月にかけて、国民党

所属立法委員３１名を対象とする罷免投票が実施されたが、全件否決という

結果に終わった。このような状況下において、最大野党・国民党では同年１

１月、両岸関係の回復に意欲を見せる鄭麗文氏が党主席に就任した。 

直近では、野党が強行採決した法律について、公布の前提となる「副署」

を政権側が拒否したことを端緒として、同年１２月末、頼総統の弾劾手続入

りが立法院において可決されたところである。総統の弾劾成立には全立法委

員の３分の２の賛成が必要とされており、現在の立法院における議席配分を

踏まえれば本件弾劾が成立する可能性は皆無であるものの、本年５月１９日

に予定される弾劾案の表決までの間、総統の立法院招致を含む様々なイベン

トが予定されるなど、与野党間対立が緩和する兆しは見えない。 

本年１１月末に統一地方選挙を控えた「選挙イヤー」として、総統の弾劾

プロセスや未だ審議開始の兆しすら見えない中央政府総予算案も含め、２０

２６年も台湾の内政は目まぐるしく展開することが見込まれる。 

 

（５）対外関係（両岸関係を含む） 

２０２５年は、「総合外交」を中核戦略としつつ、台湾は第一列島線上の

要、民主主義の旗振り役及び半導体生産に代表される世界供給網の要であり、

台湾海峡の平和と安定はインド太平洋地域及び国際社会にとって不可欠で

あるとして、国交国や同志国との関係強化及び国際組織への参加拡大が引き

続き推進された年であった。 

台湾の国交国をめぐっては、蔡英文政権期に計１０か国が台湾と断交し

たが、２０２４年１月のナウルによる断交を最後に、いわゆる「断交ドミノ」

は止まっている状況にある。２０２５年には、国交国との関係強化を通じて

相手国の経済発展を支援することを目的とした「栄邦計画」の下、残存する

１２か国の国交国との関係は概ね安定的に維持された。要人往来については、

林佳龍・外交部長が１月に総統特使としてパラオの新大統領就任式に出席し、

４月にはエスワティニ王国を訪問して国王を表敬した。また、４月及び５月

には、陳建仁・元副総統が総統特使としてバチカン市国を訪問し、前教皇フ
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ランシスコの葬儀並びに新教皇レオ１４世の就任式に参列した。このほか、

林外交部長は７月にパラグアイ、１２月には再度パラオを訪問し、国交国と

の紐帯を改めて強調した。台湾国交国に対する経済的誘因を通じた中国の圧

力が強化される中、同部長は「栄邦計画」に基づき、国交国訪問の際に台湾

の企業代表団を同行させるなど、台湾の産業的優位性を活用した実利的な経

済協力を推進し、国交関係の維持を図った。 

台米関係にとって２０２５年は吉凶禍福の一年であった。第二次トラン

プ政権は、台湾関係法、三つのコミュニケ、六つの保証から成る「一つの中

国政策」に基づき、台湾への各種関与を一層拡大した。中台の軍事バランス

は、全体として中国側に有利な方向に急速に傾斜する形で変化している。こ

うした中、米国は台湾関係法に基づいて、台湾の自己防衛を支持し、台湾へ

の武器売却等を強化するとともに、会計年度毎の国防権限法に基づき、米台

軍事協力を拡大する姿勢を強く打ち出している。１１月には、第二次トラン

プ政権下で初となる対台武器売却として総額３億３千万米ドル相当が承認

され、続く１２月には、過去最大規模となる総額約１１１億米ドル相当の武

器売却が認可されるなど、台湾の防衛力強化に対する米国の強い支持姿勢が

示された。米国議会における台湾支持は引き続き超党派で堅固であり、１月

の会期開始以降、７０件を超える台湾関連法案及び親台決議案が提出された。

また、２０２２年８月のナンシー・ペロシ米下院議長訪台以降続くいわゆる

訪台ブームは２０２５年も途切れることなく、ロジャー・ウィッカー上院軍

事委員会委員長をはじめ、多くの米国議員や政府高官が相次いで台湾を訪問

した。台湾側要人の訪米も活発に行われ、５月には林外交部長が産業視察団

を率いてテキサス州を訪問し、ＡＩ及び半導体分野における台米協力の重要

性を強調した。 

他方、トランプ大統領が４月に発表した全世界一律１０％のベースライ

ン関税及び各国・地域別の相互関税の導入は台湾にも及び（対台湾は３２％）、

台湾社会では主要産業である半導体産業への悪影響を懸念する声が急速に

高まった。鄭麗君・行政院副院長及び楊珍妮・行政院経済貿易談判弁公室総

談判代表を中心とする台湾側交渉団と米国との関税交渉状況は、台湾内政に

おける最重要関心事項の一つとなった。米台関税交渉は難航したものの、２

０２６年１月に妥結が発表され、台湾に対する相互関税を１５％に引き下げ、

最恵国待遇関税と累積しないこと、半導体及び半導体派生品について通商拡

大法２３２条に基づく関税措置において最優遇待遇を付与すること、さらに

台湾が米国の半導体事業等向けに２，５００億米ドルの投資と、２，５００

億米ドルの信用保証を確保することなどを柱とする合意内容が公表された。

同時に、トランプ大統領は中国とのディール妥結を重視する姿勢を示し、中



10 

 

国による台湾周辺での軍事演習に対して抑制的な反応を取ったことから、中

国への配慮とも受け取られかねないトランプ大統領の姿勢に対し、台湾社会

では、台湾が米中交渉における取引材料として扱われるのではないかとの懸

念が広がった。こうしたトランプ大統領によるアメリカ・ファーストを前面

に押し出した通商政策や対中ディール重視の姿勢は、台湾社会における「疑

米論」を一層強めるのみならず、米国が長年維持してきた戦略的曖昧性によ

る対中抑止力を低下させ、台湾内部及び両岸関係の不安定化を加速させる可

能性があるといった不安要素が指摘されている。 

２０２５年は台湾と欧州との関係が引き続き進展した１年であり、要人

往来や台湾要人による国際会議への参加が行われた。５月には、蔡英文・前

総統がリトアニア、デンマーク及びイギリスを訪問した。９月には、林外交

部長がチェコやイタリア、オーストリアを訪問し、プラハで開催された「故

宮文物百選とその物語」特別展の開幕式をはじめとする文化行事に出席する

など文化外交を推進した。さらに同月下旬には、ポーランドを訪問し、「ワ

ルシャワ安全保障フォーラム」において演説を行った。また、１１月には、

蕭美琴・副総統が「対中政策に関する列国議会連盟（ＩＰＡＣ）」のブリュ

ッセル年次総会において演説を行ったほか、蔡前総統がドイツを訪問し、「ベ

ルリン自由会議」において演説を行った。欧州から台湾への訪問も活発に行

われ、ジョンソン英国前首相やヤンシャ・スロベニア前首相をはじめ、欧州

各国や欧州議会から計８６団、５００人を超える要人が訪台し、訪問規模は

過去最多となった。 

日本、米国及び欧州諸国をはじめとする有志国は、２０２５年もＧ７を含

む様々な国際会合の場において、国際機関への台湾の意味ある参加を支持す

る立場を表明した。一方で、国連総会決議第２７５８号の歪曲を含め、中国

による台湾の国際的活動空間を矮小化しようとする圧力は引き続き強まっ

ており、世界保健機関（ＷＨＯ）総会（ＷＨＡ）や国際民間航空機関（ＩＣ

ＡＯ）をはじめとする国際機関における台湾のオブザーバー参加の実現は、

依然として困難な状況にある。さらに、アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）

や太平洋諸島フォーラム（ＰＩＦ）など、台湾が参加資格を有する国際組織・

会議においても、中国による台湾排除の動きが一層顕在化しており、中国の

関連動向を引き続き注視する必要がある。    

頼総統が誕生してから、２０２５年５月で一周年を迎えたが、２０２５年

も中国の対台湾政策及び両岸関係に引き続き注目が集まった。２０２４年５

月２０日に頼清徳政権が発足すると、中国の外交・対台湾当局等が頼総統の

就任演説の内容を強い言葉で非難して、５月２３日から２４日にかけて「連

合利剣－２０２４Ａ」というコードネームの軍事演習を実施した。同年１０
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月１０日の双十節（国慶節）で頼総統が演説を行った後、同月１４日、中国

は「連合利剣－２０２４Ｂ」演習を実施した。２０２５年３月１３日には第

３回国家安全ハイレベル会議にて、頼総統が中国を「境外敵対勢力」と定義

し、台湾が直面する５大脅威と１７の対策を提示したことを受け、同年４月

１日から２日にかけて中国は「海峽雷霆－２０２５Ａ」演習を実施した。さ

らに、同年１２月１８日の米国による台湾への１１１億米ドルの武器売却の

決定を受け、同年１２月２９日から３１日にかけて中国は「正義使命－２０

２５」演習を実施した。蔡英文政権においてもペロシ下院議長の台湾訪問や、

蔡総統とケビン・マッカーシー下院議員の会談後に中国による大規模軍事演

習が実施されてきたが、頼政権に入ってからは、総統演説を契機とした大規

模軍事演習が増加している。 

中国による軍事的な圧力について、ワシントンのシンクタンク「戦略国際

問題研究所」（ＣＳＩＳ）の取りまとめによると、中国軍機による台湾の防

空識別圏（ＡＤＩＺ）への進入は、２０２３年には延べ１，７０３機であっ

たが、２０２４年には約８０％増となる延べ３，０７４機となり、特に頼総

統の就任以降大幅に増大し、２０２５年は約２０％増となる３，７６４機と

なった。台湾周辺に常続的に展開する中国艦艇の数も頼総統の就任以降、増

大傾向にある。また、２０２３年４月の蔡総統の米国トランジット後の中国

軍の軍事演習を契機として、中国軍機及び中国軍艦が呼応して台湾海峡中間

線を越えて台湾の応変区で活動する「統合戦備警戒パトロール」（中文：聯

合戦備警巡）が実施されるようになり、２０２４年は計３８回、２０２５年

は計４０回確認され、この活動も常態化しており、夜間における実施、無人

機、揚陸艦等の参加、台湾東部における活動等、より複雑化、高度化の傾向

にあると指摘されている。 

中国の台湾侵攻に備えるため、台湾も毎年の国防予算を継続して増加させ

ており、２０２５年度国防予算は対ＧＤＰ比２．４５％となり、２０２６年

度予算はＮＡＴＯ基準で３％超とする方針が示された。 

特に、海空戦力を短期間で急速に増強する必要に迫られ、米国からの武器

調達に加えて、毎年の国防予算とは別枠で、２０２２年から５年間にわたり

総額２，４００億元近くの特別予算を支出して自主開発の装備品の大量調達

を進めている。また、過去最大規模となる１．２５兆台湾ドル（約６兆１，

２５０億円）を上限とする防衛強靭性及び非対称戦力強化のための特別予算

案（２０２６〜２０３３年）が編成され立法院に提出された。 

 

２０２１年から国務院台湾事務弁公室は「頑迷な『台湾独立』分子」リス

トを発表しているが、２０２４年５月２６日付で、中国の最高人民法院、最
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高人民検察院、公安部、国家安全部及び司法部が連名で「頑迷な『台湾独立』

分子による国家分裂・国家分裂扇動の犯罪に対する法に基づく処罰に関する

意見」（いわゆる「台独処罰２２条意見」）を発出し、当該事実は２０２４年

６月２１日に新華社により発表された。「台独処罰２２条意見」は、既存の

刑法上の国家分裂罪・国家分裂扇動罪に該当する台湾に関する行為の具体的

な類型や海外勢力との結託を重く処罰することに加え、国家や国民に対して

特に深刻な危害を加えた場合は死刑を適用すると明示した。２０２４年まで

に蕭副総統、蘇貞昌・元行政院長などの政府関係者及び民間防衛を推進する

社会団体の関係者等合計１２名が指定されていたが、２０２６年１月７日に

も劉世芳・内政部長と鄭英耀・教育部長が指定され、合計１４名となった。

２０２４年の「台独処罰２２条意見」の発出を受け、２０２４年６月２７日

に台湾政府は中国・香港・マカオへの渡航注意をレベル２「黄」（渡航の是

非を検討する）からレベル３「橙」（不必要な渡航を避ける）に引き上げ、２

０２６年１月時点においてもレベル３が維持されている（最高はレベル４

「赤」（渡航は止め、早急に退避する））。 

 

さらに、中国による台湾への経済面での圧力も継続されている。中国当局

は２０２３年１２月、「海峡両岸経済協力枠組取決め」（ＥＣＦＡ）に基づく

台湾製石油化学製品１２品目への輸入関税減免措置を停止すると発表して

いたが、これに続く「第２弾」として、２０２４年５月３０日には、台湾の

石油化学品や紡績、鉄鋼、金属、輸送機器部品等１３４品目輸入関税減免措

置の停止を発表した。このほか、同年９月２５日からは、台湾の農産品３４

品目の関税免除措置が停止された。 

 

 圧力と融和を並行して進めるのが中国の一貫したやり方であるが、融和的

な動きとしては、２０２５年７月から、初めて中国に行く台湾人に対する台

胞証申請手数料免除を決定したほか、１回限り有効の「台胞証」を発行でき

る中国の出入境検査所を１００ヶ所に増加させるなど、中国訪問の利便性を

高めている。 

中国と国民党の関係を見ると、２０２５年１０月の国民党主席選挙を経て

両岸関係の回復を公約に掲げる鄭麗文氏が党主席に就任してから、二人の国

民党副主席が相次いで中国を訪問するなど、中国共産党との関係に深まりを

見せており、今後、鄭麗文主席が訪中して習近平・中国共産党中央委員会総

書記と会見する可能性があるとも言われている。 

また、馬英九・元総統（国民党）は、台湾の総統経験者として初めて２０

２３年に中国を訪問してから、２０２５年末までに４回中国を訪問している。
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２０２４年４月１０日に馬元総統と習総書記による会談（北京）が開かれた。

馬元総統は、２０２５年には、６月１４日から２７日にかけて福建省及び甘

粛省を訪問し、福建省厦門市では海峡フォーラムに参加した。６月２６日の

敦煌研究院での中華文化振興イベントにおいて、馬元総統は「平和的で民主

的な統一を目指すべき」と発言し、中国のネット世論から反論を招く事態と

なったが、２０２６年にも馬元総統の訪中が予定されている。 

また、台北市と上海市が毎年交互に開催している「双城フォーラム」（台

北上海双城論壇）が２０２５年１２月２８日に上海市内にて行われ、蒋萬安・

台北市長が参加し龔正・上海市長と会見したほか、２つのＭＯＵが締結され

た。 

また、前述のとおり、台米関係には様々な課題があるが、台湾をめぐる米

中関係の動向についても引き続き注目される。２０２５年１０月には第２次

トランプ政権では初となる対面での米中首脳会談が開催されたが、トランプ

大統領は「台湾は全く話題にならなかった」と述べた。２０２５年１２月末

の中国軍による大規模軍事演習「正義使命－２０２５」は、米国による台湾

への１１１億米ドルの武器売却の決定を受けて実施されたとみられている

が、トランプ大統領は同演習について「何も心配していない」と述べ、中国

への直接的な批判を避けた。両岸関係は米中関係に大きな影響を受けるとも

言われており、２０２６年には３回以上の米中首脳会談の実施が見込まれる

中、米中間で台湾問題がどのように扱われるか注目される。 

 

なお、２０２５年の台湾から中国への投資（許可ベース）について、件数

は２４１件で前年比２２．３％減少、投資額は１５．０億ドルとなり、前年

比５９．０％の減少であった。台湾の対外投資総額に占める対中投資額の割

合は２０２４年の７．５％から２０２５年は３．８％まで減少した。また、

台湾の対中輸出額（含、香港・マカオ向け）も２０２１年の１，８８９億ド

ルで頭打ちとなり、２０２５年は前年比１３．２％増の１,７０５億ドルで

あった。大きな流れとして、台湾経済の中国離れが進んでいる。 

 

（６）台湾日本関係協会との協議、協力  

２０２５年１０月１日、第９回日台経済パートナーシップ委員会を台北に

て開催した。国際経済情勢や貿易にかかる議題等について意見交換を行った。 

２０２５年１２月４日に第４９回日台貿易経済会議本会合を、同年１２月

５日に第８回日台第三国市場協力委員会を台北にて開催し、それぞれ隅会長

が参加した。また、隅会長と蘇嘉全・台湾日本関係協会会長（当時）との間

で、「日台デジタル貿易取決め」及び「地方税関の協力に関する日台間覚書」
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に署名した。 

２０２６年１月２７日から２９日にかけて、台湾において対面で日台漁業

委員会第１２回会合及び関連会合を開催した。日台双方の漁業者の安全な操

業の確保のため、日台民間漁業取決めの適用水域において日台双方の漁業者

が遵守すべき操業ルールに関して意見交換を行い、本操業ルールを見直すこ

とで一致した。 

また、２０１８年から進めている日台若手研究者共同研究事業では、谷崎

理事長と蘇会長が共同委員長を務めるかたちで、２０２４年度からの第３期

（３年間）を順調に進めている。   

 上記会合以外にも、両協会間で作成された覚書に基づき、多岐にわたる分

野の実務協議が実施され、日台実務者間の相互理解の醸成と具体的問題の解

決に向け取り組んでいる。  

   

２．２０２６年度事業実施にあたっての基本方針 

      

上記現状を踏まえつつ、日台間のより一層の交流促進を実現するため、特に

下記の基本方針に留意しながら、「Ⅱ．各論」に記載する個別事業を行う。個

別事業の実施に当たっては、事業の継続性を重視しつつ新たな状況にも柔軟

に対応していく。     

 

（１）全般  

 日台間でこれまで積み上げてきた素晴らしい関係を維持しながら、引き続

き、領事、経済、文化の各分野における事業を充実化させ、さらに、中期的

な観点からも必要な作業をしていく。  

 

（２）総務   

 上記２．柱書及び（１）を踏まえ、とりわけ台北事務所及び高雄事務所の

組織・人員体制の改善・強化につき更なる検討を進める。（特に、下記（３）

との関係から必要な措置を着実に検討・実施を目指す。）   

 

（３）邦人保護 

登録在留邦人数が２万１，７５５人（２０２５年１０月現在、外務省領事

局発表）に達し、訪台日本人数が年間１００万人を超える中で、邦人保護業

務の重要性は増しており、引き続き、その実施に遺漏なきを期す。 

 

（４）情報収集・提供及び広報の強化 
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台湾側関係者と緊密な意思疎通を維持すること等により、日台間の課題へ

の対応に遺漏なきを期す。頼政権の政策方針や政策決定メカニズム、政局、

経済、民意の動向、歴史に係る問題、両岸関係等に関する情報収集に努める

とともに、日本側関係者に必要な情報を随時提供する。 

 

（５）各種の交流・協力促進 

 文化交流、経済交流、観光交流、地域交流等の促進を含む幅広い分野にお

ける台湾との協力関係の構築に努める。     

現在の良好な日台関係は、日本語世代（９０代以上の人々）によって築か

れた面が強く、かかる世代が少なくなる中で、若い世代の対日理解者を増加

させていくことが極めて重要である。こうした認識の下、当協会の各種ツー

ルを総動員して新たな知日派育成、あらゆる分野での交流を促進する。  

① 既存の各種事業を日台の関係団体等との協力等も得ながら活発に実施す

ることにより、文化・学術・経済等各種交流を推進し、日台関係の一層の

強化を図る。   

② ＡＬＰＳ処理水の海洋放出について、台湾当局に対し、適時適切な情報共

有を行い、不安払拭に努める。また、災害復興支援のため、台湾における

福島県等の魅力発信等をサポートする。 

③ 日台貿易経済会議、日台第三国市場協力委員会等について、引き続き円滑

な運営とそのフォローアップに努め、貿易・経済分野における日台間の協

力や課題の解決及び貿易経済関係等に係る環境整備に向けた議論を促進

する。また、日台海洋協力対話及び日台漁業委員会を通じ、海洋に関連し

た日台間の諸懸案の適切な処理を図っていく。    

④ 日台双方の関係機関と連携しつつ、日台産業協力架け橋プロジェクトを

推進することにより、中小企業、地方企業等への支援に努める。日本のス

タートアップ企業に対して、台湾での事業展開を支援する。また､引き続

き、日本産農林水産物・食品輸出支援プラットフォームとして、台湾への

日本産農林水産物・食品の更なる輸出拡大に向けた取組みを実施する。さ

らに、台湾企業の日本進出にかかる支援を行う。 

⑤ 文化及び人的交流事業においては、台湾における対日世論形成に重要な

役割を果たす人物に対する一層の対日理解促進を図るとともに、次世代

を担うリーダー候補者の対日理解促進を進める。また、台湾高校生日本留

学事業や奨学金留学生事業等の着実な推進を継続して、日台間の懸け橋

となる青少年層の交流強化に努める。 

⑥ 日本研究の基盤を厚くし、各分野の優秀な日本専門家の育成を目指す台

湾側当局､学術・研究機関等の取組みに対する支援を引き続き進める他､
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共通の社会課題の解決に向けた日台双方の若手研究者の共同研究や学術

交流を一層促進し、研究活動に携わる事業による日台相互理解を増進す

る。 

⑦ より一層の対日理解促進と良好な友好的感情の増進を図るため、日本文

化紹介事業や日本語教育事業を幅広い年齢層に対してより広い地域で展

開する。   

⑧ 日台の地方自治体間での産業協力、観光協力等の取組みを支援し、地域レ

ベルでの重層的な交流促進に繋げていく。 

⑨ グローバル協力訓練枠組み（ＧＣＴＦ）への関与と協力を強化していく。

また、ＷＨＯ総会をはじめとする国際機関への台湾の意味ある参加を引

き続き支持する。  

 

（６）当協会の運営 

  公益財団法人としての適切な運営に努める。     

①  ２０２６年度政府予算案では為替レートが１米ドル１４９円で積算さ

れており、限りある予算の的確な管理と執行に努める。また、円安により

実勢レートが予算レートを上回る場合に生じる為替差損により、使用で

きる予算が減額するという当協会の特性に鑑み、急激かつ大幅な円安に

より予算の使用に制約が生じる場合には、東京本部、台北事務所及び高雄

事務所は、お互いに協力して対応することとし、具体的な予算の節約など

適切な措置を講ずるものとする。      

②  各種事業実施のため適正規模の予算及び実施体制確保の必要性につい

て理解が得られるよう努める。     

 維持会員を増加させるため、台湾に進出した企業等に当協会の存在意義 

等を説明する機会を設ける等、積極的に勧誘を行うよう努める。  

  

Ⅱ．各論（個別事業説明）     

     

  ２０２６年度においては、上記基本方針を踏まえつつ、以下の事業を行う。

    

１．総務、渉外関係事業 

（１）台湾における邦人の生命、身体及び財産並びに進出企業等の台湾におけ

る財産と利益が損なわれないように、関係当局との折衝を含む各種便宜

を図る。領事室＋経済部 
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（２） 邦人の台湾への入域と在留、台湾住民及びその他外国人の台湾から日

本への入国に関し、必要な便宜を図る。領事室 

 

（３） 邦人と台湾住民及び台湾在住外国人との間の渉外事項に関して、調査

あっせん等必要な支援を行う。領事室 

 

（４） 我が国船舶の台湾諸港への入域(緊急入域を含む)、船員の病気その他

の理由による台湾への上陸等につき、必要な便宜を図る。また、台湾近海

での我が国漁船の安全操業が保証されるよう必要な便宜を図る。渉外室

＋経済部 

（５） 台湾との運輸、通信等の実務関係を円滑に維持するため、関係当局と

の連絡調整等必要な便宜を図る。経済部 

     

（６） 良好な日台関係を更に維持・発展させるため、台湾側関係機関との連

絡調整を密接に行うとともに、台湾情勢や両岸関係等々の趨勢につき十

分な情報収集を行う。渉外室 

     

（７） 台湾における在外選挙(郵便投票等)を行うため、在外選挙人名簿登録

の受付、在外選挙人証の交付等必要な業務を行う。領事室 

     

（８） 台北、台中及び高雄の日本人学校及び台北日本語授業校、新竹日本語

補習授業校に対し、学校の安全対策を含めて必要な支援を行う。領事室 

 

（９） 日台関係の発展に貢献されてきた功労者の発掘に取り組み、その方々

への叙勲、大臣表彰、当協会表彰等の顕彰に努める。秘書室 

 

（１０）台湾との関わりを有する企業、団体等に加入を働きかけることにより、

維持会員数の維持・拡大に取り組む。  

 

２．貿易、経済関係事業  

（１） 日台貿易経済会議を開催し、貿易・経済分野における日台間の協力や

課題の解決に向けた議論を促進する。また、日台第三国市場協力委員会

を開催し、第三国市場における日本と台湾双方の企業間のビジネス協力

について検討を行う。更に、日台経済パートナーシップ委員会を開催す

る。これらの会合について、必要なフォローアップを行う。 
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（２） 日台間の貿易・投資・技術交流の推進を図るため、日台産業協力架け橋

プロジェクトの協力強化に関する覚書、民間投資取決め、民間租税取決

め等両協会間の協力文書に記された内容を踏まえつつ、日台貿易関係等

に係る環境整備に向けた議論を促進するとともに、以下の事業を実施す

る。     

① 日本の中小企業と台湾企業とのビジネス・アライアンスを促進するため、

ビジネスマッチング、展示会出展支援、セミナー等を実施する。    

② 貿易投資相談業務を実施するとともに、協会ホームページやメールマガ

ジンを通じた情報提供を行う。     

③ 台湾との中小企業交流、地域間交流、第三国市場での協力の重要性が高ま

っていることに鑑み、ジェトロ、中小機構、商工会議所、地方自治体、台

湾の関係機関等と連携し、日本及び台湾の各地において、日台パートナー

シップ強化セミナー等を開催する。     

④ 日台双方の関係機関と連携しつつ、日台企業間の第三国市場での協力を

促進する。 

⑤ 台湾における日本の中小企業のビジネス展開を支援するため、現地の関

係協力機関等と連携した相談・仲介サービス等事業を実施する。また、日

系スタートアップ企業の台湾における事業展開について支援を行

う。     

⑥ 地域経済団体、業界団体及び地方自治体等の依頼に対応し、市場調査や対

台湾投資等に必要な便宜を図る。 

⑦ 今後の日台経済貿易関係の在り方、方向性等について、外部有識者等の協

力を得ながら調査研究を行う。 

⑧ ＡＬＰＳ処理水の海洋放出について、台湾当局に対し、随時適切な情報共

有を行い、不安払拭に努める。また、災害復興支援のため、台湾における

福島県等の魅力発信等をサポートする。 

⑨ 日台間の新たな産業分野での連携を促進するため、関連産業団体と協力

し、半導体を中心としたＩｏＴ、デジタル分野などの展示会への出展等を

実施する。 

 

（３） 台湾の貿易・経済・技術関連の有力者、中堅指導者を招聘し、関係者と

の意見交換、施設訪問等を行い、双方の理解と交流を深める。台湾の貿

易、経済関係の一般情報及び市場動向について随時情報収集に努め、情

報提供を行う。こうした情報は、ホームページ等を活用して広く利用に

供するものとする。 
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（４） 特許庁からの委託に基づき、台北事務所に知的財産権に関する制度や

政策等を担当する職員を駐在させ、関係当局との意見交換、情報交換等

を行う。また、台湾における日系企業等の知的財産権の権利行使等を支

援するため、アドバイザーによる相談事業を行うとともに、日本及び台

湾においてセミナー等を開催する。 

 

（５） 台湾からの訪日観光を促進するため、日本政府観光局や地方自治体等

と連携しながら、日本の地方の魅力に関する情報発信等を行う。 

 

（６） 台湾への日本産農林水産物、食品の輸出拡大に向けて、台北・高雄事務

所に立ち上げた「日本産農林水産物・食品輸出支援プラットフォーム」を

中心に、日本貿易振興機構や日本食品海外プロモーションセンター、日

本産農林水産物を取り扱う事業者・団体等と連携し、日本国内の事業者

が「マーケットイン」の発想で輸出に取り組むために必要な情報を収集・

発信するとともに、輸出の障壁となり得る規制の緩和・撤廃に向けた当

局への働きかけや台湾市場における新たな商流の開拓に資する活動を行

う。台湾残留農薬基準の緩和や動植物検疫に関する個別品目の輸入規制

の見直し等について、台湾関係機関に対して働きかけを行う。 

 

（７） 日本企業の台湾での事業展開等を支援するため、日本貿易振興機構等

と連携しながら、台湾における情報収集や調査、各種イベント等を行う。 

 

（８） 台湾におけるマクロ経済分析・各種動向等調査事業を実施する。 

 

（９） 防災・災害救助分野における日台間の交流を支援する。 

 

（１０）台湾からの対日投資案件を誘致し、日本企業との協業等を促進するため、

日本貿易振興機構と連携しながら台湾企業の日本進出にかかる支援を行

う。 

 

３．広報・文化交流等事業 

（１）日本への深い理解を促進するために、以下の事業を実施する。     

① 台湾における日本語教育促進のため、台湾の日本語教師に対する各種支

援を実施する。また、独立行政法人国際交流基金からの委託に基づき、

台湾の高校への「日本語パートナーズ」派遣事業を継続し、中等教育に

おける日本語教育を支援する。 
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② 台湾高校生日本留学事業を実施し、次世代の日台交流を担う知日派人材

の育成につなげる。また、同事業参加者へのフォローアップを行う。 

③ 大学生及び大学院生に対する奨学金留学生事業を実施し、次世代の日台

交流を担う知日派人材を育成する。また、奨学金留学生のフォローアッ

プを行う。 

④ 台湾の日本研究機関及び大学との関係を強化しながら、台湾における日

本研究を促進していく。日本研究支援事業において、台湾の学部生・院

生及び研究者等を対象とした、訪日研究、国際学会参加等に対する支援、

また日本及び台湾における学術イベントの助成、台湾における客員教授

派遣などを実施していく。 

⑤ 知日派・親日派層の底上げを図るため、日台間の共同研究を促進する。

日台若手研究者共同研究事業において、台湾日本関係協会と協力して引

き続き「開発援助」「経済安全保障」「サイバーセキュリティ」に関する

若手研究者共同研究を支援する。また引き続き人文・社会科学及び自然

科学分野の共同研究助成の公募事業も行う。  

     

（２）日本への関心を喚起・増進するために、以下の事業を実施する。     

① 台北及び高雄事務所の「日本文化センター」を積極的に活用し、文化紹

介事業や日本語教育事業をはじめとする各種日本関連情報を発信する

とともに、地方においても各種のイベントを実施する。 

②  大学をはじめとする台湾の教育機関に対する日本関係図書の寄贈の他、

日本文化啓発品を購送、台北及び高雄事務所において貸し出し等を行う。 

③ 日本語能力試験、巡回展、映画上映プログラムをはじめとする国際交流

基金が実施する台湾向け各種文化交流事業等に対し、引き続き台北及び

高雄事務所が共催になる等の形態を通じて連携・協力を行う。 

④ 我が国の強みや魅力等の日本ブランド、日本的な価値への国際的理解を

増進するため実施される外務省の「対日理解促進交流プログラム

（JENESYS）」に対して、台湾からの青少年の招聘、日本の青少年の派遣

等、ないしそれに相当する協力を行う。 

     

（３）広報業務として、次の事業を実施する。     

① 広報イベントとしては、オンライン形式イベントと対面のイベントによ

る､より効果的な事業の実施を心がけ、日台関係をいっそう強固にする

とともに、我が国に関するタイムリーかつ正確な情報の伝達が受け入れ

られる雰囲気づくりに努める。 
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② ホームページ、フェイスブック及びインスタグラムを更に充実したもの

にし、アクセス件数の増加に努める。また、当協会職員及び有識者によ

る講演やＧＣＴＦ参加等についての情報を積極的に発信し、広報の更な

る強化を図る。  

③ 機関誌「交流」については、台湾の政治経済を制度面から解説する連載

記事の掲載を企画する他、協会の実施する事業の紹介等も行い、時宜に

かなう情報を随時掲載し、一層の誌面の充実を図る。   

  


